
令和元年10月1日施行

第4段階 （第1段階から第3段階以外の方） （単位：円）

要介護 介護 食費 おやつ代 居住費

区分 サービス費 （1,392円） （80円） （2,300円）

要介護1 684 38 60 19 1,392 80 2,300 4,573

要介護2 751 38 65 21 1,392 80 2,300 4,647

要介護3 824 38 72 23 1,392 80 2,300 4,729

要介護4 892 38 77 25 1,392 80 2,300 4,804

要介護5 959 38 83 27 1,392 80 2,300 4,879

要支援1 514 18 44 14 1,392 80 2,300 4,362

要支援2 638 18 54 18 1,392 80 2,300 4,500

食費(1830円の内訳）：朝食380円・昼食500円・夕食500円

第3段階 （市町村民税非課税世帯で、第1・第2段階以外の方）

要介護 介護 食費 おやつ代 居住費

区分 サービス費 （650円） （80円） （1310円）

要介護1 684 38 60 19 650 80 1,310 2,841

要介護2 751 38 65 21 650 80 1,310 2,915

要介護3 824 38 72 23 650 80 1,310 2,997

要介護4 892 38 77 25 650 80 1,310 3,072

要介護5 959 38 83 27 650 80 1,310 3,147

要支援1 514 18 44 14 650 80 1,310 2,630

要支援2 638 18 54 18 650 80 1,310 2,768

第2段階 （市町村民税非課税世帯で、合計所得額＋課税年金収入が80万円以下の方）

要介護 介護 食費 おやつ代 居住費

区分 サービス費 （390円） （80円） （820円）

要介護1 684 38 60 19 390 80 820 2,091

要介護2 751 38 65 21 390 80 820 2,165

要介護3 824 38 72 23 390 80 820 2,247

要介護4 892 38 77 25 390 80 820 2,322

要介護5 959 38 83 27 390 80 820 2,397

要支援1 514 18 44 14 390 80 820 1,880

要支援2 638 18 54 18 390 80 820 2,018

第1段階 （生活保護受給者又は市町村民税非課税世帯で老齢福祉年金受給者の方）

要介護 介護 食費 おやつ代 居住費

区分 サービス費 （300円） （80円） （820円）

要介護1 684 38 60 19 300 80 820 2,001

要介護2 751 38 65 21 300 80 820 2,075

要介護3 824 38 72 23 300 80 820 2,157

要介護4 892 38 77 25 300 80 820 2,232

要介護5 959 38 83 27 300 80 820 2,307

要支援1 514 18 44 14 300 80 820 1,790

要支援2 638 18 54 18 300 80 820 1,928

上記以外にかかる料金
※  病院受診・散髪など利用された場合。
※　送迎加算（希望者）…１回(片道）184円(2割負担の方は368円)

2割負担

要介護 介護 食費 おやつ代 居住費

区分 サービス費 （1,392円） （80円） （2,300円）

要介護1 1,368 76 120 39 1,392 80 2,300 5,375

要介護2 1,502 76 131 43 1,392 80 2,300 5,524

要介護3 1,648 76 143 47 1,392 80 2,300 5,686

要介護4 1,784 76 154 50 1,392 80 2,300 5,836

要介護5 1,918 76 166 54 1,392 80 2,300 5,986

要支援1 1,028 36 88 29 1,392 80 2,300 4,953

要支援2 1,276 36 109 35 1,392 80 2,300 5,228
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